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１．河川の概要
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◼常願寺川は、富山県南東部に位置し、その源を富山県富山市北ノ俣岳(標高2,661m)に発し、立山連峰の山

間部にて称名川、和田川等の支川を合わせながら流下し、富山平野を形成する扇状地に出て北流し、富山

市東部を経て日本海に注ぐ。(図1-1)

◼河床勾配は山地部で約1/30、扇状地部で約1/100と、我が国屈指の急流河川である。(図1-2)

◼神通川との複合扇状地により形成された下流部には、県都富山市が位置することから、ひとたび氾濫する

と甚大な被害が発生する。(写真1-1)

水 源 ： 北ノ俣岳（標高2,661m）

流 域 面 積 ： 368㎞2

幹 川 流 路 延 長 ： 56ｋｍ

大 臣 管 理 区 間 ： 21.5ｋｍ

流域関係市町村 ： 1市1町
[富山県] 富山市、立山町

流 域 内 人 口 ： 約2.9万人

想定氾濫区域内
人 口

： 約26.8万人

年 平 均 降 水 量 ： 富山(気象庁)約2,400mm
高山(気象庁)約1,800mm

(平成3年～平成28年：年平均値)

［常願寺川下流部の状況（写真1-1）］

［他河川との河床勾配の比較

（図1-2）］
［常願寺川流域図（図1-1）］
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◼平成17年（2005年）11月に常願寺川水系河川整備基本方針を策定。基本方針では基本高水ピーク流量

4,600m3/sに対し、流域内の洪水調節施設による調節を行わないため、計画高水流量4,600m3/sとしている。

（図2-1）

◼平成21年（2009年）11月に常願寺川水系河川整備計画を策定。整備計画における河川整備の目標流量は、

計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）とし、整備を進めている。（図2-2）

［常願寺川水系河川整備基本方針流量配分図(図2-1)］

○計画規模：1/150確率

○計画雨量：497.5mm/2日

○基本高水のピーク流量：

4,600m3/s

○洪水調節施設による

調節流量：0m3/s

○計画高水流量：4,600m3/s

（いずれも瓶岩地点）

［常願寺川水系河川整備計画流量配分図(図2-2)］

［常願寺川改修の変遷（表2-1）］

２．事業の概要 （１）治水計画の概要
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明治24年（1891年）

改修計画（デ・レーケ改修計画）策定
取水口の統合による扇頂部での合口取水、新川
開削による白岩川との河口分離、大幅な引き堤、
堤防の改築等

昭和11年（1936年）

改修計画策定、直轄化
昭和9年7月洪水（洪水流量2,240m3/s）を契機
に基準地点瓶岩における計画高水流量を
3,100m3/sと定めて改修事業に着手。河床掘削、
築堤、護岸、水制、床固め工等の設置を実施。

昭和24年（1949年）
改修計画（橋本規明急流河川対策）策定
堤防の改築、護岸、水制工の施工、タワーエキ
スカベーターによる大規模掘削（～昭和42年）

昭和42年（1967年）6月
一級河川に指定（大臣管理区間：河口～
21.5km）

昭和43年（1968年）2月
工事実施基本計画策定
基準地点：瓶岩
基本高水：3,100m3/s 計画高水：3,100m3/s

昭和50年（1975年）4月
工事実施基本計画改定
基準地点：瓶岩
基本高水：4,600m3/s 計画高水：4,600m3/s

平成17年（2005年）11月
常願寺川水系河川整備基本方針策定
基準地点：瓶岩
基本高水：4,600m3/s 計画高水：4,600m3/s

平成21年（2009年）11月 常願寺川水系河川整備計画策定
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事業名 常願寺川直轄河川改修事業

実施箇所 富山県富山市、立山町 延長：21.5km

事業諸元 急流河川対策、堤防整備、堤防の質的整備、河道掘削、危機管理型ハード対策

事業期間 平成21（2009）年度～令和20（2038）年度 30年間

総事業費 約125億円(※1)
執行済額

(令和５年度末予定)
約76億円(※1) 残事業費 約49億円

(※1)(※2)

目的・必要性

＜解決すべき課題・背景＞

・常願寺川は急流河川であり、洪水流のエネルギーが非常に大きく、中小洪水でも堤防が侵食され決壊

する危険がある。

・氾濫区域には県都富山市を抱えており、氾濫した場合の被害が甚大であることから、想定される氾濫

形態や背後地の資産・土地利用を総合的に勘案して、不断に急流河川対策等の治水対策を進める必要

がある。

・昭和44年8月洪水では、常願寺川の激しい流れにより、富山地方鉄道立山線の上滝鉄橋が破損し不通

となった。また、土石流を含む激しい洪水流により堤防が決壊した。

＜達成すべき目標＞

・計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）が越流したり、浸透により堤防が決壊したりしないよう河

道整備を進める。

・急流河川特有の洪水流の強大なエネルギーに対する堤防の安全を確保するため、急流河川対策を実施

し、氾濫被害の防止を図る。

２．事業の概要 （２）事業の概要
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（※1）表示桁数の関係で一致しないことがある。

じょうがんじがわ

（※2）残事業費は、総事業費と執行済額の差分により算出した。



３．前回評価からの進捗状況

［前回事業評価からの事業実施状況（表3-1）］

[河川整備の当面及びその後の事業展開（表3-2）]

[事業の進捗状況（図3-1） R5(2023)年度末]

年 度 主な経緯

平成30(2018)年度 事業再評価 （指摘事項なし、継続）

～
令和5(2023)年度

• 令和元年度より利田地区・日置地区の急流河川

対策を継続的に実施中。

◼常願寺川では、河川整備計画策定以降、水橋地区・朝日地区・西ノ番地区・上滝地区等の急流河川対策等の整備を実施

している。（表3-1、図3-1）。

◼当面の事業では、利田地区・日置地区・一本木地区の急流河川対策と、上滝地区の築堤を引き続き実施していく。

（表3-2、図3-1）。

◼令和5(2023)年度末の大臣管理区間において堤防が必要な延長に対する計画断面堤防の堤防整備状況は約73％である。
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４．費用対効果分析実施判定票
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年 度： 令和５年度 事 業 名： 常願寺川直轄河川改修事業

担当課： 河川計画課 担当課長名： 髙橋 恵理

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項 目
判 定

判断根拠 チェック欄

（ア）前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合

事業目的

・事業目的に変更がない 事業目的に変更は無い。

外的要因

・事業を巡る社会経済情勢の変化がない
判断根拠例[地元情勢等の変化がない]

地元情勢等の変化は無い。

内的要因＜費用便益分析関係＞
※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。
注）なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。

１．費用便益分析マニュアルの変更がない
判断根拠例[Ｂ／Ｃの算定方法に変更がない]

費用便益分析マニュアルの変更がある
「治水経済調査マニュアル（案）令和2年4月」に改訂

２．需要量等の変更がない
判断根拠例[需要量等の減少が１０％※以内]

年平均被害軽減期待額は増加している。
今回需要量等約１１８億円、前回需要量等約９６億円、変化率２３．５％[増加]

３．事業費の変化
判断根拠例[事業 費の増加が１０％※以内]

事業費の増加は無い。

４．事業展開の変化
判断根拠例[事業期間の延長が１０％※以内]

事業期間の延長は無い。

（イ）費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合

・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい
判断根拠例[直近３カ年の事業費の平均に対する分析費用１％以上]
または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回って
いる。

前回評価時感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている
平成30年度の感度分析の下位
[全体事業] 事 業 費（+10％） B/C＝15.5 [残事業] 事 業 費（+10％） B/C＝15.3

工 期（-10％） B/C＝16.0 工 期（-10％） B/C＝16.5
資 産（-10％） B/C＝14.4 資 産（-10％） B/C＝15.0

前回評価で費用対効果分析を実施している

以上より、費用対効果分析を実施するものとする。

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓



５．事業の投資効果 （１）費用対効果分析 ①算出の流れ、方法

想定氾濫区域の設定

想定被害額の算出

年平均被害軽減期待額

総便益（B）の算出

総便益（B）●氾濫計算
計画規模の洪水及び発生確率が異なる数洪水
を選定して氾濫ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを実施し、想定氾濫
区域を求める (発生確率１/１０、１/３０、
１/５０、１/８０、１/１００、１/１５０で
実施）

氾濫シミュレーション結果に基づき、流量
規模別の想定被害額を算出
●直接被害
・一般資産被害
（家屋、家庭用品、事業所資産等）
・農作物被害
・公共土木施設被害

●間接被害
・営業停止損失
・家庭における応急対策費用
・事業所における応急対策費用
・国,地方公共団体における応急対策費用

●被害軽減額
事業を実施しない場合と事業を実施した場
合の差分
●年平均被害軽減期待額
流量規模別の被害軽減額にその洪水の生起
確率を乗じて、計画対象規模（１/１５０）
まで累計することにより算出

事業期間に加え、事業完了後５０年間を評
価対象期間として、年平均被害軽減期待額
に残存価値を加えて総便益（B）とする。

総費用（C）の算出

総費用（C）

費用対効果（B/C）の算出

総事業費（建設費）の算出

維持管理費の算出

●総事業費（建設費）の算出
事業着手から完了までの整備期間における
総事業費（建設費）を算出
■全体事業
総事業費＝ １４７億円

■残事業
総事業費＝ ３５億円

■当面５年間の事業
総事業費＝ １９億円

残存価値の算出

●維持管理費の算出
事業着手時点から治水施設完成後、
評価対象期間（整備期間＋50年間）の維
持管理費を算出。
（堤防の除草等の維持管理費、定期点検
費用等）
■全体事業
維持管理費＝ １７億円

■残事業
維持管理費＝ ７億円

■当面５年間の事業
維持管理費＝ １億円

●残存価値
構造物以外の堤防および低水路と護岸等の
構造物、用地についてそれぞれ残存価値を
算出

●総費用（Ｃ）の算出
■全体事業
総費用（Ｃ）＝総事業費＋維持管理費

＝ １６３億円
■残事業
総費用（Ｃ）＝総事業費＋維持管理費

＝ ４３億円
■当面５年間の事業
総費用（Ｃ）＝総事業費＋維持管理費

＝ ２０億円

＋

＝＋

＝

6

◼総便益（B）は、評価対象期間における年平均被害軽減期待額の総和に、評価対象期間終了時点における残存価値を加算し、
算定。

◼総費用（C）は、事業着手から完了までの整備期間における建設費に、評価対象期間内における維持管理費を加算し、算定。

※便益、費用は年4％の割引率を用いて現在価値化している。
※表示桁数の関係で、合計値が一致しないことがある。



５．事業の投資効果 （１）費用対効果分析 ②被害額の算出方法

分類 効果（被害）の内容

直
接
被
害

一
般
資
産
被
害

家屋 浸水による家屋の被害

家庭用品 家財・自動車等の浸水被害、ただし、美術品や貴金属等は算定しない

事業所償却資産 事業所固定資産のうち、土地・建物を除いた償却資産の浸水被害

事業所在庫資産 事業所在庫品の浸水被害

農漁家償却資産
農漁業生産に係わる農漁家の固定資産のうち、土地・建物を除いた償却資産
の浸水被害

農漁家在庫資産 農漁家の在庫品の浸水被害

農作物被害 浸水による農作物の被害

公共土木施設等被害
道路、橋梁、下水道、都市施設、
電力、ガス、水道、鉄道、
電話、農地、農業用施設等

公共土木施設、公益事業施設、農地、水路等の農業用施設等の浸水被害

間
接
被
害

稼働被害
抑止効果

営業停止
被害

事業所 浸水した事業所の生産停止・停滞（生産高の減少）

公共・公益サービス 公共・公益サービスの停止・停滞

事後的被害
抑止効果

応急対策
費用

家計
浸水世帯の清掃等の事後活動、飲料水等の代替品購入に伴う新たな出費等の
被害

事業所 家計と同様の被害

国・地方公共団体 水害廃棄物の処理費用

・用いる資産データ：平成２７年度国勢調査、平成２８年度経済センサス、平成２８年度国土数値情報、平成２２年度（財）日本建設情報総合センター

◼洪水氾濫による直接的・間接的な被害のうち、現段階で経済的に評価可能な被害の防止効果を便益として

評価（表5-1） 。

［治水事業の主な効果（表5-1）］

7



５．事業の投資効果 （１）費用対効果分析 ③費用対効果の算定

8

河川改修事業に係わる建設費及び維持管理費を計上

全体事業に対する総便益（Ｂ）

①被害軽減効果 3,185億円

②残存価値 0.9億円

③総便益(①+②) 3,185億円

残事業に対する総便益（Ｂ）

①被害軽減効果 927億円

②残存価値 0.5億円

③総便益(①+②) 928億円

当面５年間の事業に対する総便益（Ｂ）

①被害軽減効果 264億円

②残存価値 0.2億円

③総便益(①+②) 264億円

●河川改修事業に関する総便益（B）

●河川改修事業に関する総費用（C)

全体事業に対する総費用（Ｃ）

④建設費 147億円

⑤維持管理費 17億円

⑥総費用(④+⑤) 163億円

残事業に対する総費用（Ｃ）

④建設費 35億円

⑤維持管理費 7億円

⑥総費用(④+⑤) 43億円

当面５年間の事業に対する総費用（Ｃ）

④建設費 19億円

⑤維持管理費 1億円

⑥総費用(④+⑤) 20億円

※社会的割引率（年4％）及びデフレーターを用いて現在価値化を行い費用を算定 ※表示桁数の関係で費用対効果算定資料と一致しない場合がある

●算定結果（費用便益比）

便益の現在価値化の合計＋残存価値

建設費の現在価値化の合計＋維持管理費の現在価値化の合計
Ｂ／Ｃ ＝

●感度分析
（全体事業）

項目
事業費 残工期 資産

＋10％ －10％ ＋10％ －10％ ＋10％ －10％

費用対便益 19.1 19.9 19.5 19.5 21.3 17.7 

＝19.5（全体事業）、21.8（残事業）、13.2（当面５ヵ年）

◼河川改修事業の全体事業の総便益は3,185億円、総費用は163億円、Ｂ／Ｃは19.5 。

◼河川改修事業の残事業の総便益は928億円、総費用は43億円、Ｂ／Ｃは21.8 。

◼当面5年間の事業の総便益は264億円、総費用は20億円、Ｂ／Ｃは13.2 。



５．事業の投資効果（２）氾濫シミュレーション結果 ①全体事業の投資効果

9

①事業を実施しなかった場合
【河川整備計画着手時点（平成20(2008)年度末）】

◼事業実施により、計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）を流下させた場合の想定氾濫被害が被災人口で

約35,000人、床上浸水世帯で約6,400戸、浸水面積で約1,900ha解消される。（図5-1）

②事業を実施した場合
【河川整備計画完了時点（令和20(2038)年度末）】

[計画規模の洪水を流下させた場合における想定氾濫区域図（図5-1）]

※上図は「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき、各氾濫ブロックで被害が最大となる破堤地点1箇所からの想定氾濫区域及び浸水深を示しているものであり、
この他にも破堤が想定される箇所は存在する。

被害状況

被害総額 （億円） 2,963

被災人口 （人） 34,812

床下浸水世帯 （戸） 6,902

床上浸水世帯 （戸） 6,445

浸水面積 （ha） 1,855

被害状況

被害総額 （億円） 0

被災人口 （人） 0

床下浸水世帯 （戸） 0

床上浸水世帯 （戸） 0

浸水面積 （ha） 0

舟橋村富山市

立山町

舟橋村富山市

立山町

×

×

×

破堤地点× 破堤地点×

L10.0k

L16.8k

R1.1k



５．事業の投資効果（２）氾濫シミュレーション結果 ②残事業の投資効果

10

◼事業実施により、計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）を流下させた場合の想定氾濫被害が被災人口で

約9,600人、床上浸水世帯で約2,400戸、浸水面積で約950ha解消される。（図5-2）

②事業を実施した場合
【河川整備計画完了時点（令和20(2038)年度末）】

[計画規模の洪水を流下させた場合における想定氾濫区域図（図5-2）]

※上図は「治水経済調査マニュアル（案）」に基づき、各氾濫ブロックで被害が最大となる破堤地点1箇所からの想定氾濫区域及び浸水深を示しているものであり、
この他にも破堤が想定される箇所は存在する。

①事業を実施しなかった場合
【現時点（令和5(2023)年度末）】

被害状況

被害総額 （億円） 0

被災人口 （人） 0

床下浸水世帯 （戸） 0

床上浸水世帯 （戸） 0

浸水面積 （ha） 0

被害状況

被害総額 （億円） 1,307

被災人口 （人） 9,562

床下浸水世帯 （戸） 987

床上浸水世帯 （戸） 2,385

浸水面積 （ha） 949

舟橋村富山市

立山町

舟橋村富山市

立山町

×

×

破堤地点× 破堤地点×

R0.8k

L2.2k



５．事業の投資効果（２）氾濫シミュレーション結果 ③当面の事業による投資効果

11

◼当面の事業により、計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）を流下させた場合の想定氾濫被害が被災人口

で約4,900人、床上浸水世帯で約490戸、浸水面積で約610ha解消される。（図5-3）

②事業を実施した場合
【当面の事業完了時点（令和10(2028)年度末）】

①事業を実施しなかった場合
【現時点（令和5(2023)年度末）】

[計画規模の洪水を流下させた場合における想定氾濫区域図（図5-3）]

※上図は当面の事業による投資効果を示すため、当面の事業箇所(一本木地区、日置地区)で破堤した場合の想定氾濫区域及び浸水深を示している。

被害状況

被害総額 （億円） 0

被災人口 （人） 0

床下浸水世帯 （戸） 0

床上浸水世帯 （戸） 0

浸水面積 （ha） 0

被害状況

被害総額 （億円） 370

被災人口 （人） 4,875

床下浸水世帯 （戸） 1,129

床上浸水世帯 （戸） 491

浸水面積 （ha） 607

舟橋村富山市

立山町

舟橋村富山市

立山町

×

×

破堤地点×
破堤地点×

L5.7k

R10.6k
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５．事業の投資効果 （３）貨幣換算できない人的被害等の算定（試行）

12

◼貨幣換算できない災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人口の変化について算定。

◼計画規模（瓶岩地点：4,600m3/s）の洪水が発生した場合、災害時要配慮者数が約12,900人、最大孤立者数

は約10,600人（避難率40%）、電力停止による影響人数が約9,000人と想定されるが、事業実施により解消

される。（図5-4）
［各指標の対象および算定条件（表5-2）］

指標 災害時要配慮者数 最大孤立者数 電力停止による影響人口

対象
• 浸水深0㎝を上回る浸水区

域に居住する人口
• 浸水深30㎝以上に居住する災害時要配慮者
• 浸水深50㎝以上に居住する災害時要配慮者

以外

• 浸水により停電が発生する住居等の
居住者

算定
条件

• 高齢者（65歳以上）、障が
い者、乳幼児（7歳未満）、
妊婦等人口を算出

• 氾濫発生時における時系列孤立者数の最大
値を算出

• 避難率は0％、40％、80％の3パターン

• 浸水深70㎝でコンセントが浸水し、
屋内配線が停電する

• 浸水深100㎝以上で9割の集合住宅等
において棟全体が停電する

• 残り1割の集合住宅等については、浸
水深340㎝以上の浸水深に応じて、階
数毎に停電が発生

被害解消 被害解消

被害解消
被害解消

被害解消

[貨幣換算できない災害時要配慮者数、最大孤立者数、電力停止による影響人数（図5-4）]

浸水区域内人口の災害時要配慮者数 最大孤立者数 電力の停止による影響人口



６．コスト縮減や代替案立案等の可能性

13

◼護岸工事において、プレキャスト製品の採用による施工の省力化および工期短縮の面から、コスト縮減を

図っている（図6-1) 。

◼ICTの活用を推進し、建設現場の生産性向上を図っている（図6-2）。

◼河川内の伐採木の無償提供を実施し、処分費等のコスト縮減を図っている（図6-3）。

［護岸工事におけるプレキャスト製品の採用（図6-1）］

［伐採木の無償提供（図6-3）］

築堤

［ICT施工の推進（図6-2）］
伐採した樹木の無償配布

伐採前

伐採後



７．事業を巡る社会情勢等の変化（１）地域の開発状況

14

◼常願寺川流域の関係市町村における総人口は近年減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向にある。また、氾濫
域内人口は平成27年(2015年)時点で約29万人である。(図7-1)

◼常願寺川流域の関係市町村における製造品出荷額は、増加傾向にある。 (図7-2)
◼富山市では、持続可能な都市を実現するため、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進しており、
令和2年(2020年)3月には路面電車南北接続事業がその到達点の一つとして完成し、富山駅を中心としたLRT
ネットワークが形成されている。(図7-3)

路面電車南北接続事業

コンパクトなまちづくり（富山市）

[富山市のコンパクトなまちづくりの推進(図7-3)]

［人口・世帯数の推移(図7-1)］

［製造品出荷額等の推移(図7-2)］

出典 ： 国勢調査

出典：工業統計調査

出典：富山市HP政策ズームアップ
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７．事業を巡る社会情勢等の変化（２）地域の協力体制、関連事業との整合
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◼ 地域の協力体制

・令和元年東日本台風をはじめとした近年の激甚な水害や、気候変動による水災害の激甚化・頻発化に備え、
常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川流域において国、県及び市町村等のあらゆる関係者が協働して流域
全体で水害を軽減させる治水対策、「流域治水」を計画的に推進するための協議・情報共有を行うことを
目的として「常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川流域治水プロジェクト協議会」を発足（写真7-1）。

◼ 関連事業との整合

・常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川流域治水プロジェクト協議会を通じて、関連事業の実施状況など相
互の事業・取組について情報交換を実施。

◼ 沿川自治体

・昭和46年(1971年)12月に富山市、立山町、上市町、舟橋村で構成する「常願寺川治水同盟会(現：神通川
水系・常願寺川直轄河川改修促進期成同盟会）」が組織され、常願寺川の早期改修について積極的な要望
活動を実施（図7-4）。

［常願寺川・神通川・庄川及び小矢部川
流域治水プロジェクト協議会(写真7-1)］

［神通川水系・常願寺川直轄河川改修促進期成同盟会による要望(図7-4)］



• これまで、危険な箇所から順次事業の進捗を図ってきている。現在は、急流河川特有の洪水流の強大なエネル
ギーに対する堤防の安全確保のため急流河川対策を重点的に実施しているが、未だ治水上対応しなければならな
い箇所がある。

• 治水事業の進捗に対する地元からの強い要望もあり、今後も引き続き計画的に事業の進捗を図ることとしている。

８．事業の必要性、進捗の見込み等

事業の必要性等に関する視点

事業の進捗の見込みの視点

【事業を巡る社会経済情勢等】

• 常願寺川流域の関係市町村における総人口は近年減少傾向にあるが、世帯数は増加傾向にある。また、氾濫域内
人口は 平成27年(2015年)時点で約29万人である。

• 常願寺川流域の関係市町村における製造品出荷額は、増加傾向にある。
• 富山市では、持続可能な都市を実現するため、公共交通を軸としたコンパクトなまちづくりを推進しており、令
和2年(2020年)3月には路面電車南北接続事業がその到達点の一つとして完成し、富山駅を中心としたLRTネット
ワークが形成されている。

【事業の投資効果】

• 事業実施により、計画規模の洪水（瓶岩地点：4,600m3/s）を流下させた場合の想定氾濫被害が被災人口で
約35,000人、床上浸水世帯で約6,400戸、浸水面積で約1,900ha解消される。

【事業の進捗状況】

• 昭和42年(1967年)に一級河川に指定され、直轄事業として河川改修に着手。
• 直轄化以降、主に急流河川対策を実施。
• 令和5(2023)年度末の常願寺川の大臣管理区間の計画断面堤防の整備状況は約73％。
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• 護岸工事において、プレキャスト製品の採用による施工の省力化および工期短縮の面から、コスト縮減を図って
いる。

• ICTの活用を推進し、建設現場の生産性向上を図っている。
• 河川内の伐採木の無償提供を実施し、処分費等のコスト縮減を図っている。

コスト縮減や代替案立案等の可能性の視点



８．事業の必要性、進捗の見込み等
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【富山県】

事業継続に同意する。

今後ともコスト縮減に努めるとともに、早期に効果が発現されるよう整備促進に格段のご配慮をお願いし

たい。

関係する地方公共団体等の意見



• 当該事業は、現時点においても、その必要性・重要性は変わっておらず、事業進捗の見込みからも引き

続き事業を継続することが妥当であると考える。

９．対応方針（原案）
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◼ 対応方針（原案）：事業継続
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